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議 会 運 営 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２０年１０月１７日（金）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　　午前１０時４５分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員

委 員 長 村上英明  副委員長 川口純子  委　　員 森西　正

委　　員 原田　平  委　　員 上村高義  委　　員 三宅秀明

議　　長 藤浦雅彦  副 議 長 野口　博 

議　　員 大澤千恵子  議　　員 野原　修

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

副市長　小野吉孝 総務部長　奥村良夫

１．出席した議会事務局職員

事務局長　岸本文夫 同局次長　野杁雄三 同局参事　池上　彰

同局書記　杉本　徹 同局書記　湯原正治

１．案件

平成20年第2回定例会審議日程及び議事日程について

摂津市議会会議規則及び摂津市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正に

ついて

－1－



（午前１０時　開会）

○村上英明委員長　ただいまから議会運

営委員会を開会いたします。

　初めに、安藤委員が新しく本委員会に

加わっていただいております。また、無

所属の大澤議員については、慣例により

オブザーバー出席いただいておりますこ

とを、まずご報告をさせていただきます。

　それでは、理事者からあいさつを受け

ることにします。

　副市長。

○小野副市長　おはようございます。

　１０月に入りまして、朝夕すっかりと

秋めいてまいりました。

皆様方には、ご多忙の中、議会運営委員

会を開催賜りまして有り難うございます。

　さて、来る２２日から開催されます第

３回定例会では、報告案件３件、各会計

等の決算認定９件、議案関係として各会

計の補正予算案件５件、人事案件３件、

条例改正議案等５件の合計２５件の上程

を予定しております。

　各案件の概要につきましては、このあ

と総務部長からご説明申し上げます。お

手数をおかけいたしますが、よろしくお

取り計らいを賜りますようお願い申し上

げまして、挨拶といたします。よろしく

お願いいたします。

○村上英明委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は川口委員

を指名します。

　それでは、第３回定例会の提出議案に

ついて、概略説明をお願いします。

　総務部長。

○奥村総務部長　それでは、平成２０年

第３回摂津市議会定例会提出案件の概略

説明をさせていただきます。

　まず、報告第７号は、損害賠償の額を

定める専決処分報告の件であります。こ

れは平成２０年７月２８日にＪＲ千里丘

ガード北側交差点で、ポンプ車が右折し

た際、左側後方バックランプカバーが左

側後方の車両と接触事故を起こしたもの

であり、損害賠償金１５２，２５０円は

全額保険金で支払われております。

　続きまして報告第８号は平成１９年度

健全化判断比率及び資金不足比率報告の

件であります。昨年に制定されました地

方公共団体の財政の健全化に関する法律

に基づき、各健全化判断比率及び資金不

足比率を議会に報告することが義務づけ

られました。つきましては、平成１９年

度決算後の各比率を報告するものであり

ます。

　次に報告第９号は、平成１９年度摂津

市一般会計継続費精算報告の件です。こ

れは、平成１８年度、平成１９年度の２

カ年にわたる小学校整備事業が終了した

ことから、精算報告を行うものでありま

す。

　次に認定第１号から認定第８号は、平

成１９年度摂津市一般会計歳入歳出決算

認定の件、その他事業会計、特別会計の

決算でございます。お手元に配布させて

いただいております、平成１９年度各会

計決算一覧表に基づきまして説明させて

いただきます。

　まず、認定第１号、平成１９年度摂津

市一般会計歳入歳出決算認定の件でござ

いますが、歳入決算額３０５億７，５５

９万８，２８７円、歳出決算額３０１億

７，４３８万１，３８０円、歳入歳出差

引額４億１２１万６，９０７円、翌年度

へ繰り越すべき財源として２億２，９１

９万１，３６４円、実質収支額１億７，

２０２万５，５４３円となっております。

　次に、認定第２号、平成１９年度摂津

市水道事業会計決算認定の件でございま

す。収益的収入及び支出の欄でございま
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すが、収入額といたしまして２５億７，

２７９万３，７８４円、支出額といたし

まして２２億４，７１２万９，００７円

となり、差引額では３億２，５６６万４，

７７７円の黒字となっております。次に

資本的収入及び支出では、収入額６，１

４５万円、支出額１３億７，８２８万８，

０７１円、差引額１３億１，６８３万８，

０７１円の赤字となっております。

　認定第３号、平成１９年度摂津市国民

健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件

でございます。歳入決算額は９１億３，

２５３万３，８２２円となり、歳出決算

額９５億６，６２６万３，８０２円、歳

入歳出差引額４億３，３７２万９，９８

０円の赤字となっております。

　次に、認定第４号、平成１９年度摂津

市老人保健医療特別会計歳入歳出決算認

定の件でございますが、歳入決算額４８

億３，８４１万１，６４２円、歳出決算

額４８億１，４９８万８，０２４円、歳

入歳出差引額２，３４２万３，６１８円

となっております。

　認定第５号、平成１９年度摂津市財産

区財産特別会計歳入歳出決算認定の件で

ございます。歳入決算額１４億９，２８

８万３，５１８円、歳出決算額２，９１

６万２，９３５円、歳入歳出差引額１４

億６，３７２万５８３円となっておりま

す。

　認定第６号、平成１９年度摂津市公共

下水道事業特別会計歳入歳出決算認定の

件では、歳入決算額６４億５，４１８万

９，１２８円、歳出決算額６５億７，６

７３万５，４１５円、歳入歳出差引額は

１億２，２５４万６，２８７円の赤字、

翌年度へ繰り越すべき財源として５万２，

３５０円、実質収支額１億２，２５９万

８，６３７円の赤字となっております。

　次に、認定第７号、平成１９年度摂津

市パートタイマー等退職金共済特別会計

歳入歳出決算認定の件では、歳入決算額

１，７２４万５，０４５円、歳出決算額

は同額の１，７２４万５，０４５円となっ

ており、歳入歳出差引額はゼロ円となっ

ております。

　認定第８号、平成１９年度摂津市介護

保険特別会計歳入歳出決算認定の件でご

ざいます。歳入決算額３３億２７２万７，

７６８円、歳出決算額３２億１，２７７

万７，２６７円、歳入歳出差引額８，９

９５万５０１円となっております。

　続きまして認定第９号は、安威川、淀

川右岸流域下水道組合会計歳入歳出決算

認定の件についてですが､同組合が平成

２０年３月３１日をもって解散されたこ

とに伴い、決算整理するものであります。

　次に議案第５０号から第５４号までは

各会計の平成２０年度補正予算でござい

ます。議案第５０号の平成２０年度摂津

市一般会計補正予算第２号は既定の予算

額に１億２，８８５万１，０００円を追

加し、補正後額３５０億２，７７５万６，

０００円といたすものであります。歳出

の主なものとして、平成１９年度繰越金

のうち８，７００万円を財政調整基金へ

の積立を行います。また、住民税システ

ム改正委託料、児童虐待防止キャンペー

ン諸費用の追加補正、ＪＲ千里丘駅エス

カレーターの修繕料、各扶助費の過年度

分国費府費の返還金を計上しております。

また、人件費についても精査しておりま

す。

　歳入といたしまして児童虐待防止キャ

ンペーン国庫補助金、介護保険特別会計

繰入金、ＪＲからの損害賠償金及び前年

度繰越金を計上しております。

　議案第５１号平成２０年度摂津市水道

事業会計補正予算第１号は、人件費の精

査を行い、その結果、収益的支出では１，

－3－



５００万２，０００円の減額補正、資本

的支出では１２万９，０００円の増額補

正となります。

　次の議案第５２号は平成２０年度摂津

市国民健康保険特別会計補正予算第２号

でございます。人件費の精査の結果、既

定予算から３６２万３，０００円を減額

し、補正後額９７億３，５７１万８，０

００円とするものであります。

　議案第５３号の平成２０年度摂津市公

共下水道事業特別会計補正予算第２号も

人件費の精査に伴うものであります。既

定予算から９７１万３，０００円を減額

し、補正後額５９億７，２５５万８，０

００円といたすものであります。

　次の議案第５４号平成２０年度摂津市

介護保険特別会計補正予算第１号は、既

定の予算額に８，６２９万８，０００円

を追加し、補正後額３４億２，０３６万

２，０００円といたすものであります。

歳出の主なものは介護保険給付費準備基

金への積立金、過年度分国庫府費返還金、

一般会計繰出金及び人件費の精査を行っ

ており、歳入といたしまして前年度繰越

金を計上しております。

　次に議案第５５号及び第５６号は教育

委員会委員の任命について同意を求める

ものであります。また、議案第５７号で

は公平委員会委員の選任について同意を

求めるものでございます。

　議案第５８号の摂津市土地開発公社定

款の変更について議決を求める件でござ

いますが、これは公有地の拡大の推進に

関する法律の規定により、議会の議決を

求めるものであります。監事の職務の規

定条文の整備でございます。

　議案第５９号の不動産取得に関する件

は、吹田操車場跡地の買収であり、買収

㎡面積５４，３４７．２５　、買収金額１

４億円となっております。契約の相手先

は、独立行政法人　鉄道建設・運輸施設

整備支援機構でございます。

　議案第６０号の公益法人等への職員の

派遣に関する条例の一部を改正する条例

制定の件ですが、これは公益法人等への

一般職の地方公務員の派遣等に関する法

律の改正に伴い、公益法人の総称が公益

的法人に改められたことにより、条例の

題名を改め、また附則で関連する条例の

文言も整理するものであります。

　次の議案第６１号摂津市議会議員の報

酬及び費用弁償等に関する条例等の一部

を改正する条例制定の件は、地方自治法

の改正によるものであり、条例の第１条

に趣旨規定を新たに設けるとともに、文

言の整理を行うものであります。また、

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例及び摂津市特別職

報酬等審議会条例についても整理してお

ります。

　議案第６２号は、摂津市税条例の一部

を改正する条例制定の件でございます。

地方税法の一部を改正する法律により、

６月議会で専決処分報告いたしましたが、

それ以外の改正分を今回、提案させてい

ただくものであります。主な改正はいわ

ゆる「ふるさと納税」と呼称される市民

税の寄附金控除、公的年金からの市民税

の特別徴収、公益法人改革に伴う条例整

備等となっております。　以上、提出案

件の概略説明をさせていただきました。

　なお、最近の新聞、テレビ報道等を見

てみますと、近日中に衆議院解散・総選

挙があるのではとの憶測も取りざたされ

ております。もしも、衆議院が解散いた

しますと、補正予算措置を速やかに行い、

選挙事務に遺漏のないよう準備に入らな

ければなりません。このような情勢から、

急遽、追加補正があるかも知れませんの

で、その折には、よろしくご配慮のほど
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お願い申し上げます。

○村上英明委員長　説明が終わりました。

　この際、何か質問があればお受けいた

します。

　安藤委員。

○安藤薫委員　きょうから議運に参加さ

せていただきます。よろしくお願いいた

します。

　一つお伺いしておきたいのは、人事案

件です。議案の５５号から５７号です。

人事案件ですので、あらかじめいろいろ

プロフィールですとか、経歴ですとかと

いうのは資料として配っていただいて、

それを見て判断をしていくということで

すけども、例えば、教育委員会でありま

すと、教育委員会の要件というのがある

かと思います。その方が本当にふさわし

いのかどうかということは、資料の中だ

けではなかなかわかりかねるというとこ

ろがありまして、一定、提案者の方がそ

の辺の整理をされて、確認をされて提案

をされてきているかと思いますけども、

その点はきちんとされているのかどうか

だけ確認をしたいと思います。

○村上英明委員長　原田委員。

○原田平委員　これね、幹事長会が事前

に持たれておりまして、その中で共産党

の幹事長も出ておられて、それぞれ予定

のされている人たち、いろいろと聞かれ

ていると思うんですね。そういう中で質

問時間を設けてやっておるので、なぜそ

ういうことを言われるのか、それをもっ

て判断されてるんやからね、その中でちゃ

んと経歴も出してるんやから、そんなん

議会運営委員会ですること違うわ。

○上村高義委員　私も原田委員と同じで、

先般の幹事長会でね、この件につきまし

ては詳細な説明があって、その幹事長が

出席されて、・・・・も我々ね、会派の

メンバーに詳細があって賛否を問うとい

うことで、我々会派として議論をされた

り。とりわけ、この議会運営委員会は、

この案件についてどう取り扱うかという、

この議会運営委員会の役割なんで、中身

について問うというのはね、それは議会

運営委員会の役割じゃないと思いますん

で、その辺の取り計らいをぜひよろしく

お願いしたいと思います。

○村上英明委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　幹事長会議等であらかじ

め説明されているいうふうにおっしゃい

ますけども、議会運営委員会というのは、

議会に提案する案件について、どうする

べきかと、おっしゃられたとおりだと思

います。その人事案件についていろいろ

疑義がある議案に対して、議会の議論に

耐え得るかどうかということも、ここで

きちんとしないとあかんのじゃないかな

と。その点では、確認という意味で、そ

ういった資格案件についても確認の上で

出されているんですねということを改め

て議運でお聞きするということは、決し

ておかしな質問ではないんじゃないかな

と思うんですけども、委員長、済みませ

ん、その辺はご判断で。

○村上英明委員長　この案件につきまし

ては、この委員会ではそのまま、議会に

上程するとかしないとかいうことも含め

てのことで、要は中身の議論ではないの

ではないかなと。

○村上英明委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　中身には立ち入ってない

です。

○村上英明委員長　案件として上げる上

げないということも含めての話になるか

と思いますけども、先ほど申されました

ように、幹事長会等々におきましても話

をされてるということも含めて、その中

身的には本会議場での議論、採決という

ふうになるんではないかなと、そういう
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ふうに思っております。

　暫時休憩します。

（午前１０時１８分　休憩）

（午前１０時１９分　再開）

○村上英明委員長　再開します。

　先ほど話がありましたように、幹事長

会で説明をされて、それに伴って各会派

から返答しているということも踏まえて

の今回の提案ということになっておりま

すので、今回につきましては、本会議へ

の上程ということでさせていただきたい

と思っておりますので、それでよろしく

お願いしたいと思います。

　ほかに質問ございませんでしょうか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○村上英明委員長　質問がないようです

ので、理事者の皆さんは退席していただ

いて結構でございます。

　暫時休憩します。

（午前１０時２１分　休憩）

（午前１０時３１分　再開）

○村上英明委員長　それでは、議会運営

委員会を再開いたします。

　それでは、第３回定例会の審議日程及

び議事日程について、事務局から説明を

お願いします。

　池上参事。

○池上事務局参事　それでは、第３回定

例会の審議日程等の事務局案について説

明申し上げます。

　まず、会期は、１０月２２日から１１

月７日までの１７日間でございます。

　審議日程につきましては、本会議初日

の１０月２２日は、付託案件についての

提案理由の説明・質疑、委員会付託そし

て即決案件の審議でございます。この日

の午後５時１５分が議会議案の届出締切

でございます。

　２３日が建設および民生常任委員会、

２４日は総務および文教常任委員会でご

ざいます。また、２４日の正午が一般質

問の届出締切でございます。

　３０日が議会運営委員会、１１月４日

は本会議で、一般質問。

　５日の本会議では、一般質問に続き、

休会分の委員長報告、採決の後、議会議

案の審議となっております。

　６日および７日の本会議は、役員改選

でございます。また、７日の本会議終了

後開催いただく議会運営委員会は、次の

定例会の審議日程の仮決定をお願いする

ものでございます。

　以上が審議日程案でございます。

　続きまして、２ペ－ジからの議事日程

について説明申し上げます。

　まず、１０月２２日につきましては、

日程１が議席の一部変更および指定の件

で、大澤議員および弘議員が９月１４日

から市議会議員となられたことに伴う議

席の一部変更および指定であります。安

藤議員の議席を現在の１３番から２１番

に変更し、大澤議員を８番に、そして弘

議員を１３番に指定するものです。

　なお、あらかじめ氏名標の準備を行い

ますので、当日は冒頭から変更並びに指

定を受けたのちの議席に着席いただくこ

とでお願いいたします。日程２が会期の

決定でございます。

　日程３に入る前に、９月２５日付けで

総務常任委員に弘議員、民生常任委員に

大澤議員、議会運営委員に安藤議員を補

欠選任したことをご報告いたします。そ

して、

　日程３が特別委員会の委員数変更およ

び委員選任の件でございます。

日程４が議案第５５号から第５７号の教

育委員会委員の任命同意と公平委員会委

員の選任同意で、先ほどの協議会での態

度表明をもとに、議案第５５号および議

案第５７号については一括簡易採決、議
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案第５６号については起立採決と備考欄

に記載いたします。

　日程５が認定第１号など１８件で、提

案理由の説明、質疑を受けたのち、所管

の委員会に付託で、このうち認定第１号

から認定第９号までの決算審査につきま

しては、閉会中の継続審査でございます。

　次に、３ページでございます。日程６

は報告第７号など３件で一括して報告を

受けていただき、日程７は、議案第５９

号、不動産取得に関する件で即決でござ

います。

　次に１１月４日は、一般質問でござい

ます。５日につきましては、日程１、一

般質問ののち、日程２が議案第５０号な

ど付託案件の９件で、委員長報告、採決

となります。

　６日および７日につきましては、議会

役員の改選でございまして、議事日程に

つきましては、両日とも、常任委員会委

員および議会運営委員会委員選任の件で

ございます。

　以上が議事日程でございます。

　次に、議案付託表につきましては、ご

覧のとおり、総務、建設、文教、民生の

各常任委員会と議会運営委員会および駅

前等再開発特別委員会で審査いただく案

件でございます。

　なお、認定第１号から認定第９号まで

の決算審査につきましては、閉会中の継

続審査でございます。

　最後の所管別分割表につきましては、

認定第１号、平成１９年度一般会計歳入

歳出決算、および、議案第５０号、平成

２０年度一般会計補正予算について、各

常任委員会と議会運営委員会、特別委員

会で審査いただく内容でございます。

以上、事務局案の説明といたします。

○村上英明委員長　ただいま事務局から

説明がありましたとおりで、よろしいで

しょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○村上英明委員長　それでは、そのよう

に決定いたします。

　次に、摂津市議会会議規則及び摂津市

議会政務調査費の交付に関する条例の一

部改正についてですが、本件は事務局か

ら説明を受けて、質問があれば行ってい

ただき、その後、会派へ持ち帰り１０月

３０日の議会運営委員会で協議をしたい

と考えております。

　それでは、事務局から説明をお願いい

たします。

　池上参事。

○池上事務局参事　それでは、私の方か

ら　摂津市議会会議規則の一部改正及び

摂津市議会政務調査費の交付に関する条

例の一部改正について、ご説明申しあげ

ます。

　今年６月に地方自治法の一部改正が行

われました。

　今回の自治法の改正は普通地方公共団

体の議会の実態等を踏まえ、議会活動の

範囲を明確化するため、議案の審査又は

議会の運営に関し協議又は調整の場を設

けることができることと、されたもので

あります。

　この「議会活動の範囲の明確化」に関

してでありますが、改正前の法律におけ

る議会活動は「本会議」、「委員会での

活動」のほか、「議員派遣の活動」など

限られたものであったところを、今回、

会議規則に定めることによって、本会議、

委員会のほか、「議案の審査または議会

の運営に関し協議又は調整の場を正規の

議会活動として位置付ける」ことができ

ることとなったものであります。

　それでは、改正の要点についてご説明

させていただきます。新旧対照表もあわ

せてご参照願います。
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　まず、摂津市議会会議規則の一部を改

正する規則についてですが、会議規則全

体の構成がわかりやすくなるよう、第１

条の前に章立ての目次を付すことといた

します。

　次に現行、第７章の「議員の派遣」の

規定を第８章とし、第７章に新たに地方

自治法第１００条第１２項の規定を受け

「協議又は調整を行うための場」の規定

を設けます。

　その第７章の第１５９条第１項に、

「議案の審査又は議会の運営に関し協議

又は調整を行うための場を別表のとおり

設ける。」ことを、第２項に「第１項で

定めるもののほか、協議等の場を臨時に

設ける場合の規定」を、第３項で「協議

の場を設けるに当たって、名称、目的等

を明らかにしなければならない。」こと

を、そして４項で「運営その他必要な事

項は、議長が別に定める。」旨を新たに

規定したものであります。

　協議等の場につきましては、住民に対

する公開性・透明性が求められているこ

とから、別表のとおり各「常任委員協議

会」「議会運営委員協議会」、「議会だ

より編集委員会」及び「議会活動等検討

委員会」を規定しようとするものであり

ます。

　このことにより、最初に申しあげまし

たように、正規の議会活動としての位置

付けになり、公務災害補償制度において

公務として位置付けられることとなりま

す。

　その他、第８章以降の条文を、順次繰

り下げるとともに、引用条文の項ずれに

伴う所要の整備を行うものであります。

　次に、摂津市議会政務調査費の交付に

関する条例の一部改正についてですが、

これも、地方自治法の引用条文の項ずれ

に対する整備を行うものであります。

　なお、先ほど、総務部長から説明がご

ざいましたが、今回の地方自治法の改正

に伴う条例改正について、市長提案とし

まして、摂津市議会議員の報酬及び費用

弁償等に関する条例、特別職の職員で非

常勤のものの報酬及び費用弁償等に関す

る条例、摂津市特別職報酬等審議会条例

の３条例において、「報酬」を「議員報

酬」に改めるなど所要の改正を行うとと

もに、文言等の整備を行う改正条例が提

案されているものであります。

○村上英明委員長　この際、何か質問が

あればお受けいたします。

　上村委員。

○上村高義委員　摂津市議会会議規則の

中の議会活動等検討委員会というのが設

置してはるわけですけれども、この会議

の位置づけというのは今までと変わらな

い、位置づけでは変わらないということ

ですか。

○村上英明委員長　野杁次長。

○野杁事務局次長　ご質問の議会活動等

検討委員会でございますけれども、従来

は要綱での設置ということで、内部機関

ということで、今回、会議規則に定める

ことによりまして、法に基づく会議とい

う形になるということでございまして、

そういうことでございます。

○上村高義委員　それは記録に残るとい

うことですかね。正式に記録に残すとい

うことですか。

○村上英明委員長　野杁次長。

○野杁事務局次長　ここに上げておりま

す会議につきましては、従来から録音し、

それに基づく記録を作成しております。

したがって、求められております公開性、

あるいは透明性については確保できてい

るということでございまして、中身自体

には大きな変化はございませんけれども、

この会議規則の・・ことによりまして法
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的な位置づけがはっきりするという形に

なっています。

○村上英明委員長　そのほかございます

か。

　質問がないようです。

　それでは、この件につきましては、各

会派へ持ち帰っていただき、次回の議会

運営委員会で協議をお願いしたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

　それでは、次に報告事項がありますの

で、事務局から説明をお願いします。

　池上参事。

○池上事務局参事　今回の１０月２２日

の本会議の模様についてなんですけれど

も、市の広報担当から、その本会議の模

様を撮影したいとの申し出がありました

ので、ここでご報告させていただきます。

　以上でございます。

○村上英明委員長　

　以上で、本委員会を閉会します。

（午前１０時４５分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

議会運営委員長 村 上 英 明

議会運営委員  川 口 純 子
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